
令和８年２月 14 日

総務部財務課長

「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」等

の一部改定について（通知）

このことについて、新潟県が実施する工事成績評定を準用し、下記のとおり本

市の評定を改定することとしましたのでお知らせします。

記

１ 改定様式等

(1) 工事成績評定関係（土木工事）１式

(2) 工事成績評定関係（建築等工事）１式

（別紙「改定様式」のとおり）

２ 改定概要

(1) 土木工事、建築等工事

ア 工事成績の評価について、月単位の評価を廃止し、完全週休２日（土日）

を達成した場合、加点に変更

イ 明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合、減点

（改定内容は、別紙「改定内容」のとおり、改定箇所は、様式（削除青書

き、追加赤書き）のとおり）

３ 適用工事 本市が発注する設計金額が 200 万円を超える建設工事

４ 適用年月日 令和８年４月１日以降に入札の公告又は見積りの通知を行

う建設工事



別 紙

１ 改定様式

(1) 土木工事

・別記様式第１ 工事成績採点表（土木）

・別紙－１②、⑤ 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（一般監督員）

・別紙－２③ 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（検査職員）

・別紙－５① 「施工プロセス」のチェックリスト（一般監督員）

・別紙－５① 「施工プロセス」のチェックリスト（一般監督員）の解説

（一般監督員）

(2) 建築等工事

・別紙－１ 12/12 工事成績採点の考査項目別運用表（一般監督員）

・別紙－２ 5/5 工事成績採点の考査項目別運用表（検査職員）

・別紙－５ 「施工プロセス」のチェックリスト（一般監督員）

２ 改定内容

(1) 土木工事

ア 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表の２．施工状況、Ⅱ．工程管理において、

「週休２日に取り組む姿勢が見られる」で評価する。（一般監督員） ※１

イ 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表の創意工夫において、月単位の週休２日

の評価を廃止し、完全週休２日（土日）を達成した場合に加点する。（一般監督員） ※

２

ウ 新潟県土木工事標準仕様書の改定に伴う「施工プロセス」のチェックリスト備考の標準

仕様書対応項目の変更（一般監督員）

エ 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表の７．法令遵守等の事故が発生した場合

の安全管理の適否について、「工事検査室が判断する」に変更する。（検査職員）

オ 工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表の７．法令遵守等において、明らかに週休

２日に取り組む姿勢が見られなかった場合に減点する。（検査職員）

(2) 建築等工事

ア 工事成績採点の考査項目別運用表の２．施工状況、Ⅱ．工程管理において、月単位以上

の週休２日を達成した場合、「休日・代休の確保」で評価する。（一般監督員）

イ 工事成績採点の考査項目別運用表の創意工夫において、月単位の週休２日の評価を廃

止し、完全週休２日（土日）を達成した場合に加点する。（一般監督員）

ウ 工事成績採点の考査項目別運用表の７．法令遵守等において、明らかに週休２日に取り

組む姿勢が見られなかった場合に減点する。（検査職員）

※１ 農業土木工事及び林業土木工事は、「施工計画書に定めた休日予定のとおり休日の確保を行う

とともに計画以外の時間外作業がほとんど無い」で評価する。

※２ 農業土木工事は「月単位以上の週休２日を達成した場合」、林業土木工事は「月単位の週休２

日を達成した場合」に加点する。


